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はじめに  

 

平成 25 年６月に、安倍内閣総理大臣から当調査会に対して、「税制について

は、グローバル化・少子高齢化の進展等の経済社会構造の変化に対応して、各

税目が果たすべき役割を見据えながら、そのあり方を検討することが求められ

ている。その際には、『公平・中立・簡素』の三原則の下、民需主導の持続的

成長と財政健全化を両立させながら、強い日本、強い経済、豊かで安全・安心

な生活を実現することを目的として、中長期的視点から、検討を行うことが必

要である。以上の基本的な考え方の下、あるべき税制のあり方について審議を

求める。」という諮問がなされた。 

これを受けて、当調査会は、中長期的視点から、経済社会の構造変化を把握

し、それに対応するために各税目や税務行政が果たすべき役割を見定めるべ

く、議論を積み重ねてきた。これまでの間、有識者からのヒアリングや海外調

査を実施するなど、検討の充実に努め、平成 27 年 11 月の「論点整理」（「経済

社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理」平成 27 年 11 月 13

日・税制調査会）をはじめとする報告書等をとりまとめた。 

本答申は、こうした成果を踏まえつつ、平成の時代を振り返り経済社会の構

造変化を整理するとともに、新たな令和の時代を見据えた税制のあり方につい

ての考え方を提示したものである。  
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第一 経済社会の構造変化  

 

令和の時代を迎えるに当たり、平成の 30 年間を振り返れば、我が国の経済社

会は、そのあり方の問い直しを迫る、大きな構造変化に直面している。人口減

少・少子高齢化の進行が最も深刻な課題であることは論を俟たない。個人の働

き方やライフコース、企業経営のあり方など経済社会の様々な側面で多様化が

より一層進んでいる。デジタル化の急激な進展も背景に、グローバル化が更な

る広がりを見せており、地球規模の課題も顕在化している。こうした経済社会

の構造変化は、税制・財政に大きな影響を及ぼすとともに、対応すべき重要な課

題を提起している。 

 

１．人口減少・少子高齢化  

 

我が国の総人口は、2008 年の 12,808 万人をピークに減少に転じた。生産年齢

人口（15～64 歳）は、総人口のピークに先駆けて 1995 年にピークを迎えた。生

産年齢人口が総人口に占める割合（生産年齢人口割合）は、1990 年代前半以降、

低下している。高齢者（65 歳以上）が総人口に占める割合（老年人口割合）は、

一貫して上昇を続けてきており、2015 年に 25％を超えた。 

合計特殊出生率は、1974 年に人口置換水準を下回って以降、低下を続け、2005

年を底としてやや上昇傾向にあるが、依然として人口置換水準を下回る水準が

続いている。出生数は、第２次ベビーブーム（1971～1974 年）後は一貫して減

少を続けている。その背景には未婚化、晩婚化、晩産化がある。 

今後も人口減少・少子高齢化は一層進行し、厳しさを増していく。総人口が減

少し続けていく中、約半世紀後には、老年人口割合は約４割まで高まる一方、生

産年齢人口割合は約５割にまで低下すると見込まれる。 

こうした変化は、生産年齢の世代を主たる支え手として設計されてきた社会

保障制度や税制・財政に深刻な課題を投げかけている。生産性の向上に取り組

みつつ、年齢が就労の制約とならない社会を構築して支え手を拡大しながら、

全世代型社会保障を実現していくことが求められている。同時に、人口減少・少

子高齢化社会における社会保障制度をはじめとする諸制度のあり方や、それを

支える負担のあり方を見直していく必要がある。 

また、福祉、教育など住民生活に身近な行政サービスの多くは、地方公共団体
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が支えている。全国的に進行する人口減少・少子高齢化は地域における行政サ

ービスの需要を変動させ、生産年齢人口の減少は行政サービスの供給を支える

人材の不足を生じさせ、その持続可能性に影響を与える。各市町村の人口構造

の変化や課題の現れ方は、その変化の度合いや地理的条件等により様々である。

地方公共団体が地域ごとに異なる課題に取り組み、行政サービスを提供し続け

るため、持続可能で安定的な地方税財政基盤の構築が必要となる。 

 

２．働き方やライフコースの多様化  

 

平成の時代に入り、働き方の多様化が進んだ。雇用者においては、全体数が緩

やかな増加を続ける中、そのペースを上回って非正規雇用者が増加した。その

背景には、バブル崩壊後の景気の悪化や競争の激化を受けた企業の人件費の抑

制、女性や高齢者の就業の拡大が指摘される。非正規雇用者の中には、柔軟な働

き方を選ぶ者が存在する一方、正規雇用者として働くことを希望する者も存在

している。正規雇用者においても、近年、副業・兼業を解禁する動きや、職務、

勤務地、労働時間等が限定された、いわゆる多様な正社員制度を導入する動き

が見られる。自営業主等においては、全体数が減少する中、伝統的な自営業の割

合が低下する一方、雇用者でないにもかかわらず使用従属性が高い働き方をす

る者やフリーランスの割合が上昇している。働き方の多様化と並行して、労働

市場の流動化も進んでいる。 

働き方の多様化に伴い、収入や生計のあり方も多様化した。女性や高齢者の

就労の拡大に伴い、共働き世帯や高齢者の就業世帯が増加した。フリーランス

など働き方の多様化や副業・兼業の解禁の動きに伴い、複数の収入を得る者が

増加している。非正規雇用者の賃金水準は正規雇用者と比べて抑制されており、

年齢や勤続年数に応じて上昇しにくい傾向が見られる。 

働き方の多様化と労働市場の流動化が相俟って、ライフコースそのものが多

様化している。人生 100 年時代を迎えて、多くの人々が、子育てや介護、復職や

転職、学び直しを含む多様な人生を送るようになっている。女性の就労拡大に

伴い、女性の労働力率を示すいわゆるＭ字カーブは緩やかになっている。高齢

化や未婚化等の影響により、一人の世帯や夫婦のみの世帯、ひとり親と子供の

世帯が増加するなど世帯類型の多様化が進み、一人の世帯が夫婦と子供の世帯

を抜いて最も多い類型となっている。 



 

4 

こうした中、いわゆる就職氷河期世代などには、不本意ながら不安定な仕事

に就いている、無業の状態にあるなどの者がいる。ひとり親世帯は、平均所得が

他の子供がいる世帯を下回り、子育てと就業の両立などが課題である。最終学

歴により平均賃金に差がある中、世帯所得により大学進学率に違いが見られる。

高齢化に伴い高齢者世帯に資産の蓄積が偏る傾向が見られることに加えて、高

齢者世帯間における資産の偏在も顕著となっているなど、様々な課題が指摘さ

れている。 

このような状況の下、一人ひとりの個人がその事情に応じた多様な働き方や

ライフコースを選択でき、誰もがその能力を思う存分発揮できる社会を実現す

ることが求められている。上記を含む諸課題に対しては、政府において様々な

取組が進められてきたところであるが、今後とも、特定の働き方やライフコー

スを前提とせず、格差の固定化につながらないよう、社会の諸制度を見直して

いく必要がある。 

 

３．グローバル化の進展  

 

平成の時代に、国際的な貿易や資本移動の自由化を背景として、我が国の経

済は貿易立国から投資立国へと構造を転換した。製造業の生産拠点の海外移転

もあり、貿易収支の黒字が激減した一方、過去の経常黒字を背景とする対外投

資の蓄積により、海外からの利子・配当等の受取である第一次所得収支の黒字

が大幅に拡大した。モノやカネの動きに加えて、近年では外国人の会社役員や

労働者、観光客が増加するなど、ヒトの動きのグローバル化も一層進んでい

る。 

近年、インターネットを基盤とするＩＣＴ（Information and Communi-

cation Technology：情報通信技術）が革新的な発展を遂げ、デジタル化が経

済や社会のあらゆる局面で進んだことにより、情報、データ、サービスのクロ

スボーダーの流れが急速に増大し、経済社会のグローバル化を一層加速させる

要因となっている。 

このような動向の中、企業のビジネスモデルも大きく変化している。生産、

雇用、販売、マーケティング等が最適な国・地域に展開されるようになり、活

動が複雑化している。電子商取引が急増する中、物理的な拠点を置かない外国

での事業展開も可能となっている。知的財産等の可動性の高い無形資産が付加
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価値の中核を占める財・サービスが増え、企業経営に大きな影響を与えるよう

になっている。 

また、経済面にとどまらず、気候変動問題などの地球規模の課題が顕在化し

ている。国際協調を図りつつ、経済社会システムの変革を通じて脱炭素社会の

実現を含む環境・エネルギー上の諸課題に対応し、環境と成長の好循環を実現

することが重要となっている。 

 

４．経済のデジタル化  

 

近年、情報通信基盤が一層発達するとともに、スマートフォンやタブレット

型端末といった小型で高機能の情報通信機器を多くの人が利用するようになっ

た。経済や社会のあらゆる場面においてＩＣＴやＩｏＴ（Internet of Things：

モノのインターネット）の活用が進む中、個人や企業の活動も劇的に変化して

いる。 

商品の購入や金融等の様々な取引は、今やオンラインで行うことが日常化し

た。昨今は、個人によるオンラインの中古品売買や、民泊、ライドシェア等のシ

ェアリングエコノミーが活発化し、オンラインのプラットフォームを通じた個

人への業務委託の仕組みも広がっている。その中で、個人の働き方や収入のあ

り方も多様化している。  

また、クラウドサービスやＡＰＩ（Application Programming Interface）の

利用により企業の業務を効率化する取組や、ＡＩ（Artificial Intelligence：

人工知能）やビッグデータ解析などの先端技術を駆使して、大量のデータを分

析・活用する事業活動が広がっている。ＩＣＴやデータを活用して第三者に多

種多様なサービスの「場」を提供するデジタル・プラットフォーマーは、革新的

なビジネスや市場を生み出し続けるイノベーションの担い手となっている。一

方、顧客の個人情報等を大量に取得・利用し、顧客の所在する国に物理的な拠点

を置かずに事業を展開する等、個人情報保護、競争政策、課税等の面で新たな課

題を提起している。また、デジタル経済の下では、他に先んじて新たな付加価値

やビジネスモデルを創出した企業が市場を席巻することが容易となっている。

我が国の産業の競争力を維持向上させるため、イノベーションの促進や成長産

業への経営資源のシフト等を大胆に進めることが求められる。  

さらに、ＣＡＳＥ（Connectivity, Autonomous, Shared & Service, Electric：
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ツナガル・自動化・利活用・電動化）の潮流の中、ビジネスモデルや使用形態等

が大きく変革しつつある自動車を例に挙げると、利便性や環境性の向上が期待

される一方、制度やインフラ面の環境整備、社会的コストの負担のあり方等が

課題となっている。 

このように、デジタル経済の進展は、新たな経済活動の機会を提供するとと

もに、社会制度のあり方に見直しを迫っている。 

 

５．財政の構造的な悪化  

 

昭和の終わりから平成の初めにかけて、バブル期に税収は大幅に増加し、平

成２年度に特例公債からの脱却が一旦は実現されたものの、その後は財政収支

が急速に悪化した。平成から令和に至り、失業率が約 26 年ぶりの低水準で推移

し、ＧＤＰギャップがプラスに転じてもなお、多額の財政赤字が生じている。こ

のような状況は、主として、歳出・歳入の両面を通じた以下の構造的な変化に起

因している。 

平成２年度と平成 30 年度の歳出を比較すると、社会保障関係費以外の政策経

費はほぼ同水準である一方、高齢化等の影響により社会保障関係費が約３倍に

増加し、総額は約 1.4 倍に拡大した。今後、高齢化の更なる進行が見込まれる

中、これまでより一層の制度改革がなければ、社会保障関係費の更なる大幅な

増加は避けられない。 

歳入面においては、譲渡益や利子等に係る所得税収を中心に、バブル期に膨

張した税収が剥落した。消費税が平成元年度に創設され、税率が引き上げられ

てきた一方、消費税の創設とあわせた個別間接税の廃止、中低所得者層を中心

とした所得減税、累次の法人税率の引下げなど、制度的な減税が重ねられてき

た。近年、景気の回復や消費税率の８％（国・地方）への引上げもあり、税収は

増加し、平成 30 年度には平成２年度を超え、過去最高の水準となった。しかし

ながら、現在の税制は、高齢化等の影響により拡大する歳出を賄うことができ

ておらず、その基本的な役割である財源調達機能を十分に果たせていない。 

地方税財政においても、少子高齢化の影響により社会保障関係費等の歳出が

増加している。平成２年度と平成 30年度の地方財政計画を比較すると、この間、

行財政改革に取り組んできたが、社会保障関係費等の一般行政経費は約３倍に

拡大している。歳入面では、近年、景気が回復する中で、地方税収も増加が続き、



 

7 

特例債である臨時財政対策債については、令和元年度地方財政計画においては

既往債の元利償還に係る分のみとなった。しかしながら、依然として一般財源

総額の確保のためにその発行が必要な状況となっているなど、引き続き厳しい

財政状況にある。地方分権の観点からは、地域における行政サービスの経費を

地域住民がその能力と受益に応じて負担し合うことが基本であり、今後とも地

方税の充実確保を図ることが重要である。 

政府は、2025 年度（令和７年度）の国・地方を合わせた基礎的財政収支の黒

字化を目指すとともに、同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指す

こととしている。こうした目標に向けて、経済成長との両立を図りつつ、歳出・

歳入の両面の改革を継続していくことが不可欠である。  
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第二 令和時代の税制のあり方  

 

当調査会は、上述のような経済社会の構造変化を踏まえて、平成 27 年 11 月

の「論点整理」等をとりまとめてきた。これらを踏まえて、働き方やライフコー

スの多様化への対応や所得再分配機能の回復等の観点からの個人所得課税の諸

控除の見直しをはじめとする、税制の見直しが進められてきた。令和の時代に

おいても、こうした取組を更に進めていかなければならない。令和の時代の税

制は、持続的かつ包摂的な経済成長の実現と財政健全化の達成の両立を目指す

経済財政政策を踏まえて、「公平・中立・簡素」を基本としつつ、大きく以下の

課題に対応していく必要がある。 

 

１．人口減少・少子高齢化への対応  

 

人口減少・少子高齢化に対応し、社会保障制度と財政を持続可能なものとす

るためには、勤労世代が減少していく中にあっても十分かつ安定的な税収基盤

を確保することが不可欠である。その際、経済のグローバル化の進展にも対応

して、経済成長との両立を考慮する必要がある。 

高齢化の進行等により、社会保障給付が急速に増加している。一方、少子化の

影響により、勤労世代は今後も減少を続けていく。このような状況の下で、社会

保障給付を賄うため、専ら勤労世代の所得に負担の増加を求めていくことは、

自ずと限界がある。将来世代へ負担を極力先送りすることなく、現在の世代が

幅広く負担を分かち合うことが求められる。 

また、経済のグローバル化が進展し、企業間や国・地域間の競争が激化する

中、企業の負担のあり方については、国際競争力への影響も考慮する必要があ

る。 

消費税は、世代や就労の状況にかかわらず、消費の水準に応じて、国民が幅広

く負担を分かち合う。所得に対して逆進的であるとの指摘がある一方、投資や

生産、勤労意欲に対する影響や景気による税収の変動が相対的に小さい。国境

税調整の仕組みの存在により、内外の税率差による国際競争力への影響を遮断

できる。 

こうした点を踏まえ、平成元年度に創設された消費税は、社会保障の充実・安

定化と財政健全化の同時達成を目指す社会保障・税一体改革の中で、社会保障
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目的税化され、本年 10 月には全世代型社会保障の構築に向けて税率が 10％（国・

地方）に引き上げられる。人口減少・少子高齢化と経済のグローバル化が進む

中、消費税の役割が一層重要になっている。 

 

２．働き方やライフコースの多様化等への対応  

 

働き方やライフコースの多様化を踏まえて、公平で中立的な税制を構築する

ことが必要である。家計の資産状況の変化を踏まえて、格差の固定化を防止し

つつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制を構築することが必要である。あ

わせて、近年の税・社会保障政策等の影響も念頭に置きつつ、再分配のあり方に

ついても検討を続けていくことが重要である。 

 

⑴  個人所得課税における諸控除の見直し  

我が国の個人所得課税については、年功賃金・終身雇用を核とする日本型雇

用システムの下、給与所得者が増加し納税者の大半を占めるに至る中、これま

でその負担軽減を行う際には、給与所得控除等の所得計算上の控除に著しく依

存した見直しが行われてきた。この結果、諸外国では、総じて言えば負担調整に

おける人的控除の役割が大きいのに対して、我が国では基礎控除等の人的控除

の果たす役割が比較的小さなものに止まっている。 

近年、特定の企業に属さずフリーランスとして業務単位で仕事を請け負うな

ど働き方の多様化が進展している中、所得の種類ごとに様々な負担調整を行う

のではなく、人的な事情に応じた負担調整を行う人的控除の重要性が高まって

いると考えられる。このような変化を踏まえ、当調査会は平成 27 年 11 月の「論

点整理」等において、所得再分配機能の回復を図り、働き方にかかわらず経済力

に応じた公平な負担の実現に向け、個人所得課税の諸控除の見直しについての

考え方を提示した。平成 29 年度税制改正で女性の就業促進の観点も踏まえ配偶

者控除の見直しが行われたほか、平成 30 年度税制改正では、フリーランスや起

業など様々な形で働く人を支援するため、給与所得控除や公的年金等控除の一

部を基礎控除に振り替える見直しが行われた。あわせて、所得再分配の観点か

ら、所得が一定の額を超える者について基礎控除額及び配偶者控除額等を逓減・

消失させるとともに、公的年金等以外に高い所得を得ている者については公的

年金等控除の額を引き下げるなど、各種控除の適正化が行われた。 
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（参考）平成 27 年 11 月の「論点整理」で提示した人的控除の控除方式 

①  課税所得の一部にゼロ税率を適用することにより税負担を求めないこ

ととする方式 

②  一定の所得金額に最低税率を乗じた金額を税額から控除することによ

り税負担を軽減する方式 

③ 所得控除方式の下において、控除額に一定の上限を設け、所得の増加に

応じて控除額を逓減・消失させる方式 

 

今後も、働き方の多様化や格差を巡る状況の変化を注視しつつ、働き方の違

いによって不利に扱われることのない、個人の選択に中立的な税制の実現に向

け、所得再分配機能が適切に発揮されているかといった観点も踏まえながら、

諸控除の更なる見直しを進めることが重要である。その際、収入のあり方の多

様化も踏まえ、事業所得等に対する適正・公平な課税を実現するための環境整

備についても検討していく必要がある。 

また、個人住民税についても、働き方の多様化等を踏まえ、前述した見直し

の方向性に沿った検討を進めていくことが必要である。その際、個人住民税

は、地域社会の費用を住民がその能力に応じ広く負担を分任するという性格を

有することや、応益課税としての性格を明確化する観点から比例税率により課

税されていることなど、その性格等を踏まえる必要がある。 

 

⑵  企業年金・個人年金等に関する公平な税制の構築  

人生 100 年時代において、働き方やライフコースが多様化しており、全世代

型社会保障の構築と合わせて、一人ひとりの個人が老後の生活に備えるための

準備を公平に支援するための税制の構築が求められている。 

我が国においては、これまで企業年金や個人型確定拠出年金（iDeCo）等の私

的年金に関する税制が段階的に整備・拡充されてきた中、働き方の違い等によ

って税制の適用関係が異なることや、各制度それぞれで非課税拠出枠の限度額

管理が行われていることといった課題がある。 

諸外国の例を見ると、企業年金・個人年金等の私的年金が老後の生活の重要

な支えになっており、働き方によって税制上の取扱いに大きな違いが生じない

よう配慮する仕組みも整備されている。例えばイギリスやカナダにおいては、

加入している私的年金等の組み合わせにかかわらず同様の非課税拠出を行える
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よう、各種私的年金に共通の非課税拠出限度額を設けており、働き方の違い等

によって有利・不利が生じないような仕組みとなっている。また、諸外国では、

拠出・運用段階は一定の限度額まで非課税としつつ、給付段階においては、我が

国のような年金収入に対する大きな控除はなく、基本的に課税とする例が多く

なっている。諸外国の個人所得課税における負担調整では、特定の収入にのみ

適用される所得計算上の控除ではなく、人的控除の役割が大きいことは、上述

のとおりである。 

 

（参考）諸外国における企業年金・個人年金の非課税拠出限度額 

・ イギリス、カナダでは、非課税拠出限度額について共通枠が設けられてお

り、企業年金、個人年金いずれに拠出した場合でも、非課税にできる拠出額

の合計額は一定にされている。 

・  アメリカでは、企業年金加入者について、個人退職勘定（ＩＲＡ：

Individual Retirement Account）の非課税拠出限度額を所得に応じて逓減

させるなど、働き方による差が大きくならないように工夫されている。 

・ フランスでは、企業年金や自営業者用の私的年金など、制度ごとに非課税

拠出限度額が設定されているが、各制度に拠出した金額が個人年金である

個人年金貯蓄制度（ＰＥＲＰ：Plan d'épargne retraite populaire）の非

課税拠出限度額から控除されることで調整がなされている。 

 

我が国においても、こうした諸外国の例も参考にしつつ、働き方の違い等に

よって有利・不利が生じないような企業年金・個人年金等に関する税制上の取

扱いについて検討するとともに、拠出・運用・給付の各段階を通じた適正な税負

担のあり方についても検討する必要がある。 

退職給付に係る税制についても、給付が一時金払いか年金払いかによって取

扱いが大きく異なり、退職給付のあり方に対して中立的ではなく、また、勤続期

間が 20 年を超えると一年あたりの控除額が増加する仕組みが、転職の増加など

働き方の多様化を想定していないとの指摘がある。 

退職金も含めた賃金形態の多様化や転職機会の増加などが進む中、給与・退

職一時金・年金給付の間の税負担のバランスについても、働き方やライフコー

スの多様化を踏まえた丁寧な検討が必要である。 

こうした課題については、諸外国と我が国では雇用慣行等の経済社会環境や
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公的年金制度に違いがあることや、企業年金・個人年金等は企業の退職給付の

あり方や個人の生活設計にも密接に関係することなどを踏まえ、その検討を丁

寧に行い、関係する税制の包括的な見直しを行っていくべきである。 

上述の企業年金・個人年金等に関する税制のほか、近年、貯蓄・投資等に関す

る税制も整備・拡充されてきているが、勤労者財産形成年金貯蓄やＮＩＳＡ（少

額投資非課税制度）など様々な制度が並立する中、引出し制限の有無や少額か

らの積立を促す仕組みの有無など、制度間での差異が存在している。今後は、一

人ひとりのライフプランに応じた積立・分散投資など、退職後の生活への計画

的な準備を適切に支援していく観点から、関連する税制を整理していく必要が

ある。その際、利用者の視点に立って、簡素で分かりやすい制度にすることが重

要である。 

また、金融所得については、これまで一体化の取組が進められてきており、他

の所得と分離して比例的な税率で課税されている。今後の課税のあり方につい

ては、勤労所得との間での負担の公平感や所得再分配に配慮する観点から、諸

外国の税制も参考にしつつ、総合的に検討していくべきである。 

 

⑶  資産再分配機能の適切な確保と資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築 

①資産再分配機能の適切な確保等 

相続税については、バブル期の地価の上昇等に対応して、負担軽減の観点か

ら基礎控除の引上げや税率構造の緩和等が行われてきた。その後、地価の下落

に伴った見直しが行われず資産再分配機能が低下していたが、その回復を図る

観点から、平成 25 年度税制改正において、相続税の基礎控除の引下げや税率構

造の見直しが行われた。 

今後、死亡者数の増加により相続発生件数の増加が見込まれる中、出生率低

下に伴う相続人数の減少傾向が、相続人一人ひとりが被相続人から引き継ぐ財

産を増加させる要因となり得る。高齢世代内における資産蓄積の偏在が、相続

を機会に次世代に引き継がれる可能性も増している。こうしたことから、資産

課税の有する再分配機能は引き続き重要である。平成 25 年度税制改正の見直し

による効果も踏まえつつ、資産課税が適切な再分配機能を果たしていくべく、

そのあり方を不断に検討していく必要がある。 

なお、社会保障制度を通じた「老後扶養の社会化」が進展してきていることを

踏まえれば、被相続人が生涯にわたり社会から受けた給付を清算するという観
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点からも、資産課税は重要な役割を果たすものである。 

 

②資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築と格差固定化の防止 

経済のストック化の進展に伴い、高齢世代における資産蓄積が顕著となって

おり、例えば金融資産保有残高は 60 歳代以上に偏在する状況となっている。高

齢化が進んだ結果、「老老相続」が増加しており、相続によっては消費意欲の高

い若年世代への資産移転が進みにくい状況になっている。 

また、贈与税については、相続税負担の回避を防止する観点から高い税率が

設定されているため、生前贈与に対して一定の抑制が働いていると考えられる。

平成 15 年度税制改正においては、暦年課税との選択制として、相続税・贈与税

の一体化措置である相続時精算課税制度が導入された。この制度を選択した場

合、それ以降の税負担は資産移転の時期の選択によらず一定となるため、生前

贈与に対する抑制は働かないと考えられるが、必ずしも広く利用されている状

況ではない。 

諸外国では、相続と生前贈与をより一体的に捉えて課税を行うことで、資産

移転の時期の選択に対する税制の中立性を確保している例が見られる。例えば

アメリカでは、累積贈与額と遺産額を合わせた生涯の資産移転額に対する累進

課税を行うことで、資産移転の時期の選択に中立的な税制となっている。この

結果、移転時期を操作することによる累進回避もできず、生涯の税負担は一定

である。また、フランスでは 15 年間、ドイツでは 10 年間の累積贈与額及び相

続財産額について、一体的に累進課税を行う制度となっており、累積期間内で

は資産移転の時期によらず税負担が一定となる。 

我が国においても、こうした諸外国の例を参考にしつつ、相続税と贈与税を

より一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税

制度のあり方を見直し、格差の固定化を防止しつつ、資産移転の時期の選択に

中立的な税制を構築する方向で、検討を進める必要がある。 

他方、資産の早期移転による消費拡大を通じた経済の活性化を図るための時

限措置として、各種の贈与税非課税措置が設けられているが、限度額の範囲内

では家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となって

おり、格差の固定化につながりかねない側面がある。機会の平等の確保の観点

などを踏まえ、資産移転の時期の選択に中立的な税制を構築していくこととあ

わせて、これら各種の非課税措置のあり方についても検討していく必要がある。 
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３．経済のグローバル化やデジタル化等への対応  

 

経済のグローバル化の進展に対応して、国際競争力への影響の観点から、新

しい産業や事業が興りやすく新規開業が行われやすい環境の整備に資する税制

を構築することが必要である。企業間の公正な競争条件を整える観点から、国

際的な租税回避に対応することも必要である。あわせて、経済のデジタル化に

伴い顕在化した国際課税上の課題について、国際合意に基づく解決策のとりま

とめに向けて積極的な役割を果たしていくべきである。企業の経済活動が多様

化・複雑化する中、グループ経営の実態を踏まえて連結納税制度を見直すこと

等も必要である。 

 

⑴  グローバル化に対応した法人課税のあり方  

経済のグローバル化の進展に伴い、企業が生産、雇用、販売、マーケティング

等を最適な国・地域に展開するようになってきたことを踏まえて、我が国の国

際競争力の維持向上及び持続的な経済成長の維持促進に資するよう、租税条約

や国内税制の見直しが行われてきた。 

租税条約は、課税関係の安定化や二重課税の除去等を通じて、健全な投資・経

済交流の促進に資するものであり、情報交換協定等を含めた租税条約ネットワ

ークは現在 132 か国・地域に拡大し、我が国の対外直接投資残高の約 99％をカ

バーするに至っている。今後、経済情勢の変化に対応すべく既存条約の改正を

進めるとともに、アフリカ諸国など我が国との投資関係の発展が見込まれる国

との間の新規条約を締結することにより、租税条約ネットワークの質・量の両

面での更なる充実に取り組むべきである。 

また、我が国の企業の外国子会社が海外で稼得する利益の増大を背景に、平

成 21 年度税制改正において外国子会社配当益金不算入制度が導入され、外国子

会社からの配当に係る二重課税の排除方法について、間接外国税額控除方式か

ら益金不算入方式に大きく転換した。これは、企業の配当政策に対する税制上

の中立性を確保することで、外国子会社の利益の国内還流に向けた環境を整備

するものであった。 

さらに、法人課税については、当調査会が平成 26 年６月にとりまとめた「法

人税の改革について」に基づいて、「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」
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という考え方の下、平成 27 年度及び 28 年度税制改正において成長志向の改革

が行われた。この改革により、コーポレートガバナンスの強化や企業の生産性

向上のための様々な取組と相俟って、我が国の立地競争力の向上や企業の競争

力の強化が図られた。 

また、課税ベースの拡大等により財源をしっかりと確保しつつ税率を引き下

げることを通じて、法人税の負担構造を改革することにより、利益を上げてい

る企業の再投資余力を増大させるとともに、収益力改善に向けた企業の取組を

後押しした。課税ベースの見直しは、法人間での課税の公平のみならず、企業の

選択を歪めない中立的な税制の観点からも重要である。 

この点に鑑みれば、租税特別措置は、政策効果を損なうことがないよう、経済

社会環境の変化に応じて、毎年度、期限が到来する措置を中心にゼロベースで

廃止を含めた見直しを行うことが重要である。例えば、適用が特定の産業に集

中している措置や、広く適用されていたとしても既に政策目的を達成したと考

えられる措置、長年にわたり存続して政策インセンティブが機能していないよ

うな措置等は、可能な限り廃止・縮減する必要がある。新しい産業や事業が興り

やすく新規開業が行われやすい環境を整備するとともに、より成長性の高い事

業への経営資源の移動を促し、生産性を高めていくためにも、租税特別措置を

真に必要なものに重点化することが重要である。 

見直しを行う際には、政府全体で進められているＥＢＰＭ（Evidence-Based 

Policy Making：証拠に基づく政策立案）の取組も踏まえつつ、租税特別措置の

適用状況の透明化等に関する法律に基づく適用実態調査や客観的なデータによ

る効果検証などを活用していくべきである。 

 

⑵  国際的な租税回避への対応  

従来の国際課税に関する議論は、各国の課税権が重複する場合の二重課税の

調整が中心であった。これに対して、2012 年（平成 24 年）にＯＥＣＤ租税委員

会で立ち上げられたＢＥＰＳ（Base Erosion and Profit Shifting：税源浸食・

利益移転）プロジェクトは、多国籍企業による税制の隙間や抜け穴を利用した

租税回避あるいは二重非課税の問題に対する積極的な国際協調へ移行したとい

う点において、極めて画期的な取組であった。 

2015 年（平成 27 年）の最終報告書の公表以後、ＢＥＰＳプロジェクトは各国

による実施段階に入っている。プロジェクトの立上げ時より主導的役割を果た
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してきた我が国は、その合意事項を着実に実施し、企業間の公正な競争条件を

整えるべく、累次の国内法改正や租税条約への反映を進めてきた。近年、クロス

ボーダーの組織再編や資本取引など、企業の国際的な経済活動はますます活発

となっており、これに伴い国際課税制度の重要性も高まっている。引き続き、税

源浸食・利益移転に適切に対処するため、租税回避の態様に応じた個別的な対

応策を丁寧かつ迅速に整備していくことが重要である。 

また、いわゆるパナマ文書の流出などにより、脱税や租税回避等のための税

務・金融情報の秘匿に対する国際的な批判が高まったこともあり、税務当局間

の情報交換を通じた「税の透明性」に関する取組が大きく進んでいる。我が国で

は、2018 年（平成 30 年）から、ＯＥＣＤが策定した共通報告基準（ＣＲＳ：

Common Reporting Standard）に基づく非居住者の金融口座情報の自動的情報交

換及び多国籍企業情報に関する国別報告事項（ＣｂＣＲ :Country-by-Country 

Report）の自動的情報交換を開始した。今後、このような交換により取得した情

報の効果的な活用が求められる。制度面においても、国際的な議論を踏まえな

がら、適正・公平な課税の実現に向けて必要な見直しを行っていくべきである。 

 

⑶  経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題への対応  

経済のデジタル化の進展に伴い、大量のデータや知的財産等の無形財産が新

たな付加価値を創出し、生産性を高め、グローバルな経済の成長をもたらす要

素となっている。一方、物理的な拠点なく事業を行う外国企業に対して市場国

が適切な法人課税を行えないといった、現行の国際課税原則の問題が顕在化し

ている。「恒久的施設（ＰＥ：Permanent Establishment）なければ課税なし」と

の考え方は、国家間の課税権配分を決定するための基本原則であるが、物理的

拠点を有さずに市場国で経済活動を行うビジネスモデルに対応しきれていない。

また、企業グループ内取引の国際課税上の利益配分を定める独立企業原則にお

いても、多国籍企業が移転の容易な無形資産によって超過利益を得ている場合

や、市場国における活動に係る機能・リスクを限定することで課税される利益

が抑えられているような場合、課税権の配分が適切になされるよう機能してい

るのかについて疑義が生じている。 

こうした問題に対して各国が協調せずに個別に対応策をとれば、企業のビジ

ネス展開上の不確実性を増加させ経済活動に負の影響をもたらす。国際的な合

意に基づく協調した対応策が採用されることが重要である。こうした観点から、
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現在、ＯＥＣＤを中心に、以下の二本の柱に基づく解決策が模索されている。 

解決策の「第一の柱」として、多国籍企業の経済活動に関して、市場国におい

て創造される価値を勘案し、新しい課税根拠（いわゆるネクサス）や利益配分ル

ールを通じて市場国に適切な課税権を与える方向での検討が進められている。

我が国としては、デジタル・プラットフォーマーの新たなビジネスモデル等に

適切に課税できるようにすると同時に、製造業を中心とする投資輸出国である

ことを踏まえ、市場国に与えられる新たな課税権の対象を適切に設定すること

が重要である。 

解決策の「第二の柱」として、多国籍企業が経済活動の拠点をいかなる国・地

域に置くかにかかわらず、最低限の租税を負担することを確保する方策が検討

されている。経済のデジタル化により、無形資産等に関連する利益の軽課税国

への移転がますます容易になる中、企業の公平な競争環境を整備するとともに、

「底辺への競争」とも言われる法人税の引下げ競争に歯止めをかけるべく、国

際協調を進めていくことが重要である。 

また、新しいルールの導入に当たっては、企業活動における予見可能性を確

保することや、コンプライアンス上の過度な負担を課さないように配慮するこ

とが必要である。さらに、二重課税が生じないよう、紛争防止・解決メカニズム

を強化するべきである。 

本年のＧ２０議長国である我が国は、経済のデジタル化に伴う課税上の課題

について、国際的な合意に基づく解決策を 2020 年（令和２年）までにとりまと

めるべく、引き続き積極的な役割を果たしていくべきである。また、国内におい

ても、国際的な議論を踏まえながら、適正な課税を確保するための方策につい

て引き続き検討していく必要がある。 

 

⑷  企業経営の実態を踏まえた連結納税制度の見直し  

連結納税制度は、企業の組織再編成を促進し、我が国の企業の国際競争力の

維持強化と経済の構造改革に資することになるとの考えに基づき、平成 14 年度

に導入されて以降、15 年余りが経過した。その間、本制度は企業グループの一

体的経営を進展させ、競争力を強化する中で有効に活用されてきた。一方、親法

人への情報等の集約化の程度は様々である、本制度の下での税額計算が煩雑で

ある、税務調査後の修正・更正等に時間がかかり過ぎる、といった指摘があり、

損益通算のメリットがあるにもかかわらず、本制度を選択していない企業グル
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ープも多く存在する。 

このため、本制度の適用実態や多様なグループ経営の実態を踏まえた見直し

を行うことにより、企業がより効率的にグループ経営を行い、競争力を十分に

発揮できる環境を整備する必要がある。こうした問題意識を踏まえ、当調査会

の下に「連結納税制度に関する専門家会合」を設置して検討を進め、本年８月に

とりまとめを行い、見直しに当たっての基本的考え方等を示したところである。 

すなわち、完全支配関係にある企業グループ内における損益通算を可能とす

る基本的な枠組みは維持しつつ、制度の簡素化により、企業の事務負担の軽減

を図ることで、企業グループの事務処理能力の差が制度の選択に与える影響を

できる限り小さくし、課税の中立性・公平性を確保する必要がある。具体的に

は、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行制度に代えて、企業グルー

プ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行

いつつ、損益通算等の調整を行う仕組みとすることが適当である。また、組織再

編税制との整合性や租税回避防止の観点も重要である。 

今後、上記を含め専門家会合におけるとりまとめの内容を踏まえながら、具

体的な制度設計を進めていくべきである。 

 

⑸  気候変動問題等への対応  

気候変動対策を進めることは喫緊の課題となっており、世界全体で取組が加

速する中、我が国も、環境と経済成長との好循環を実現し、世界のエネルギー転

換・脱炭素化を牽引する決意の下、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦

略」を策定し、エネルギー、産業、運輸等の各分野において幅広い施策を横断的

に実施することとしている。 

また、デジタル経済が社会のあらゆる場面で進展し、ＩｏＴ、自動運転といっ

た技術革新で新たなモビリティサービスが拡がりつつあるなど、自動車を取り

巻く環境は大きく変わろうとしている。法制面やインフラ面の整備が進められ

る一方で、自動車の電動化の加速や、保有から利用へのシフトの拡大は、国・地

方の重要な財源である車体や燃料に係る税収に対しても更なる影響を及ぼしう

るものであり、税制面からの対応も課題となっている。 

こうした経済社会の構造変化に対応するため、エネルギー関係諸税や自動車

関係諸税等について、関連する政策との関係、国際的な動向、国民生活や産業へ

の影響等を踏まえながら、国・地方の財源を安定的に確保していくことを前提
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に、その課税のあり方について、中長期的な視点に立って検討を行う必要があ

る。 

 

４．デジタル時代における納税環境の整備と適正・公平な課税の実現  

 

⑴  基本的な考え方  

デジタル経済の進展、働き方の多様化、国境を越えた取引の増大といった経

済社会の構造変化に対応し、申告納税制度の下、納税者及び税務当局を含む社

会全体のコストを最小限に抑えつつ、納税者の自発的な納税義務の履行が適正

かつ円滑に実現できるよう、制度上及び運用上の措置を講じていくことが重要

である。 

そのためには、まず、ＩＣＴの活用により、納税者の利便性の更なる向上やコ

ンプライアンスコストの最小化を図りつつ、同時に取引や申告の段階から正確

な手続を行うことができるような仕組みを構築することを目指すべきである。 

また、経済取引が複雑化する中、課税逃れの未然防止や早期是正等を図るた

めには、課税関係の判断に必要となる情報について、納税者による自主的な開

示を促すとともに、税務当局も広く参考となる情報を適時に提供するなど、納

税者の予見可能性を高めていくことが必要である。税務調査などの事後的な対

応については、特に必要性の高い分野や悪質な事案等に重点化した上、それら

が効率的かつ効果的に実施されるよう環境を整備していくべきである。 

これらの取組を進めていく際には、ＩＣＴ化の進展や経済におけるデータの

集積・利活用の拡大を踏まえ、セキュリティの確保に万全を期すとともに、納税

者及び税務当局における税務関係手続の流れを大胆に、かつ、スピード感を持

って見直す業務改革の視点が重要である。その際、デジタルファースト（原則と

して、個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する）の考え方の下、関

連する業務プロセスを抜本的に見直すべきである。このような税務関係手続の

思い切った見直しを梃子として、企業経営のＩＣＴ化を後押しし、生産性の向

上を促すことが極めて重要である。 

こうした考え方の下、税制や税務行政に対する国民の信頼を維持するととも

に、税の意義・役割等に対する理解を深めるための取組を充実させる必要があ

る。 
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⑵  ＩＣＴを活用した納税者利便の向上  

①マイナポータルやスマートフォンを活用した電子申告の推進等 

暗号資産取引やシェアリングエコノミーなど新たな経済取引の普及や個人の

働き方の多様化等に伴い、確定申告が必要となる納税者数も増加しつつある。

こうした新たな経済分野の健全な発展を図る観点からも、個々の取引を行う納

税者が簡便かつ適正に申告できる環境を整備することが重要である。 

具体的には、１）オンライン上のプラットフォーム事業者や関係行政機関等

の協力も得つつ、申告に必要となる収入や所得控除等に係るデータをマイナポ

ータルに集約するとともに、国税電子申告・納税システム（e-Tax）とも連携し、

簡便に電子申告を行うという仕組みが考えられる。また、２）国税庁ホームペー

ジ上で確定申告書を作成できる「確定申告書等作成コーナー」において、現在、

簡易な申告を行う納税者向けにスマートフォン専用画面が提供されているが、

その対象者を拡大していくことが考えられる。さらに、３）年末調整について

も、マイナポータルに集約された控除関係書類データを各種申告書の作成に活

用し、勤務先に電子的に提出することにより、社会全体のコスト削減や、企業の

生産性向上等を図ることが考えられる。 

このような税務手続の電子化やそれに伴うプロセスの見直しは、利便性の向

上や誤りの未然防止のみならず、企業等における業務の簡素化や効率化にもつ

ながることから、具体的な工程を示しつつ、官民が協働して、スピード感を持っ

て推進すべきである。あわせて、マイナポ―タルに集約された情報の活用や申

告書の作成、電子送信を行うシステムの操作性についても、利用者の視点に立

ち、諸外国の取組も参考にしつつ、検討する必要がある。 

また、納税者利便の向上の観点からは、申告手続等に加え、国税の納付につい

ても、納税者が税務署等の窓口に赴くことなく、簡便かつ迅速に完結できるこ

とが重要である。こうした観点から、現在、国税庁では、オンラインにより国税

を納付できる仕組みを提供しているが、実際には金融機関の窓口で納付を行っ

ている割合が依然として大きい。オンライン上の操作により銀行口座から直接

納税を行う仕組みであるダイレクト納付をはじめ、キャッシュレス納付の推進

は、納税者利便の向上のみならず、金融機関や税務当局の業務の効率化にもつ

ながると考えられる。そのため、現在、キャッシュレス納付の利用が進んでいな

い理由を分析するとともに、その結果も踏まえ、利用勧奨や広報・周知、既存の

納付手段の改善等の取組を計画的に進めていく必要がある。 
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税務関係手続のデジタル化を実現するためには、デジタル・ガバメントの実

現に向けた取組を政府一体となって推進する必要がある。諸外国においては、

我が国のマイナンバー制度に相当する番号制度を活用し、税制・社会保障制度

等における手続の利便性と公平性を共に向上させる取組が早くから進められて

いる。我が国においても、マイナンバー制度を社会の情報連携インフラとして

最大限活用することが不可欠である。政府全体として、マイナンバーカードの

普及とその利便性の向上等を図るとともに、社会保障の公平性の実現や適正・

公平な課税、利用者の手続負担の軽減の観点等から、マイナンバーの利活用を

進めるべきである。 

 

②電子帳簿等保存制度の見直し 

納税者の利便性の更なる向上を図りつつ、同時に取引や申告の段階から正確

な手続を行うことができるような仕組みを構築する観点からは、電子的に授受

された請求書や領収書等のデータがそのまま帳簿データに反映されることが望

ましい。また、事後的な検証も可能となるよう、それらのデータが適正な形式で

保存されることは、令和５年 10 月以降、原則として全ての消費税課税事業者に

適用される適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）の円滑な実施に

も資すると考えられる。 

帳簿や請求書等のデータについては、平成 10 年に導入された電子帳簿等保存

制度により、所定の要件の下、電子的に保存を行うことが認められている。例え

ば、取引相手から電子的に受信した請求書等のデータは、タイムスタンプを付

すなどデータの適正性を確保するための所定の措置をとった上で、データのま

ま保存することが認められている。しかし、ＩＣＴの進展に伴い、現在ではこの

ほかにも多様な手段によりデータの適正性を確保することが可能となっている

と考えられる。また、例えば、従業員によるスマートフォンのアプリを利用した

キャッシュレス決済や、アプリ提供業者から直接提供されるデータを活用した

経費精算など、電子帳簿等保存制度の導入時には想定していなかったデータの

授受やその活用方法も見られるようになっている。 

このようなＩＣＴの活用により、企業等の業務プロセスの簡素化・効率化や

誤りの未然防止等を図る観点から、企業等の規模や業種に応じた経理・税務手

続の実態を踏まえた上で、データの適正性の確保にも配慮しつつ、電子帳簿等

保存制度の見直しを進めるべきである。 
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③地方税務手続の電子化の推進 

地方税におけるＩＣＴの活用等については、納税者の利便性向上、課税当局

の業務効率化・省力化はもちろんのこと、国税・地方税間の連携がより一層、円

滑になることで、適正・公平な課税の確保にも資することや、地方税務手続の電

子化が結果的に地方公共団体ごとに異なる様式の統一化、社会的なコストの低

減につながることから、地方公共団体の実情に配慮しつつ、国及び地方公共団

体が協力しながら積極的に進めていく必要がある。 

地方税の電子申告及び国税連携の基盤となっている地方税のポータルシステ

ム（eLTAX）については、複数の地方公共団体に電子的な申告を行う法人等を中

心に、その利用が拡大されてきたところである。また、本年 10 月からは地方税

共通納税システムが導入され、主として法人が関係する税目で全ての地方公共

団体への電子納税が可能となり、キャッシュレス化が推進されるのはもちろん

のこと、納税者、金融機関及び課税当局の事務負担が大きく軽減される。 

地方税共通納税システムの利用促進に努めるとともに、今後、当該システム

の対象税目拡大等の eLTAX の機能強化や、主として個人向けの収納手段に係る

ＩＣＴ環境の変化に対応した更なる多様化など、地方税務手続の電子化の推進

について、早期に地方公共団体と情報を共有するなど、計画的な対応が重要で

あることにも留意しながら、引き続き、検討していくべきである。 

 

⑶  適正・公平な課税の実現  

ＩＣＴの活用等により、納税者が自主的に適正な申告や納税を行うことがで

きるよう環境を整備していくことが重要である一方、こうした自主的な適正申

告等を担保するためにも、高額・悪質な脱税や不正還付等の事案に対しては、厳

正かつ的確に対処していく必要がある。 

経済社会の国際化が進む中、共通報告基準（ＣＲＳ）に基づく非居住者の金融

口座情報の自動的情報交換を整備するとともに、暗号資産取引やインターネッ

トを通じた業務請負など、経済活動の多様化が進む中、事業者等に対する情報

照会など、税務当局が高額・悪質な脱税等の端緒を把握するための制度につい

ては、これまでも順次整備が進められてきた。引き続き、デジタル・プラットフ

ォーマーの果たすべき役割を含め、適正・公平な課税を実現するための仕組み

について、検討を進めていくことが重要である。一方、富裕層による海外投資や

多国籍企業による事業活動等に対する適正な課税を確保するためには、実際に
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税務調査を実施し、複雑な取引の実態を解明することが不可欠である。この点、

日本の税務調査は、従来、納税者の理解と協力を得て、その承諾の下に行うこと

が基本とされており、また、裁判上、課税処分の立証責任は一般的に課税庁側に

あることとされている。このような枠組みの下で、納税者が自己に不利益な情

報を故意に秘匿することにより税負担を免れることがあれば、誠実に納税を行

っている国民からの税制への信頼を損ないかねず、放置してはならない。 

特に国外において行われた取引等に係る情報については、執行管轄権の制約

上、税務当局が直接現地に赴いて事実関係を確認することが困難であることか

ら、納税者に一定の説明責任を求めるなど、適正な情報開示を促すための仕組

み等について検討する必要がある。また、富裕層や多国籍企業等による複雑な

タックスプランニングについては、ＢＥＰＳプロジェクトでベストプラクティ

スとして取り上げられた義務的開示制度（ＭＤＲ：Mandatory Disclosure Rules）

など、諸外国の取組等も参考にしつつ、税務当局が的確に把握できるような仕

組みの構築に向けて、検討を行っていくことが重要である。 

こうした国外取引やタックスプランニングに限らず、税務当局が課税関係の

判断に必要な情報を求めるための制度や、その運用のあり方については、経済

社会や税制自体の変化も踏まえつつ、不断の見直しを行っていかなければなら

ない。その際、納税者による情報開示を促すための仕組みや、納税者の予見可能

性を高めるための方策についても検討が必要である。さらに、経済取引の複雑

化に伴い、税務に関する不正の手口もますます巧妙化していく中、違法・不当な

行為を抑止し、その的確な是正を図る観点から、加算税や延滞税、更正の期間制

限といった基本的な枠組みについても、総合的に検討を行っていく必要がある。 

 

⑷  税に対する理解を深めるための取組  

税は、社会を支える公共サービスの費用を分かち合うものであり、国民が安

心して暮らしていくために重要な役割を果たしている。国民一人ひとりが社会

を支える税のあり方について主体的に考え、納得感を持つことができるよう、

税に対する国民の理解を深めていく必要がある。 

人口減少や少子高齢化、グローバル化等の経済社会の構造変化を踏まえつつ、

財政の現状や税の意義・役割等に関する分かりやすい広報を積極的に行い、受

益と負担のあり方に関する国民的な論議を深めていくことが重要である。学校

教育においても、将来の社会を担う子供たちが早くから税の意義・役割等につ
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いて考える機会を持てるよう、租税教育を一層充実させる必要がある。高等教

育や社会人のための学びの場等においても、このような取組が幅広く行われる

ことが重要である。 

 

５．持続可能な地方税財政基盤の構築  

 

地方公共団体は、福祉、教育など住民生活に密着した行政サービスを提供し、

経済社会の変化に応じて生じる地域社会での様々な課題に対応している。地方

税は、地方公共団体が地域の実情に即した行政サービスを提供するために必要

な経費を賄うものであり、地域住民がその能力と受益に応じて負担し合うもの

である。このことから、地方税は、応益性を有し、負担を分かち合うものである

こと、さらに、地域的な偏在性が小さく、税収が安定したものであることが望ま

しい。 

個人住民税は、地域社会の費用について、住民がその能力に応じ広く負担を

分任するという性格を有するとともに、税源の偏在性が小さく、税収の安定性

を備えた税である。また、応益課税としての性格を明確化する観点から比例税

率により課税されており、地方公共団体が提供する福祉等の行政サービスの受

益に対する負担として、対応関係が明確に認識できるものである。こうしたこ

とを踏まえ、個人住民税については、地方自治を支える基幹税として、今後と

も、適切に確保していくことが必要である。 

地方法人課税は、地方の行政サービスを支える基幹税目としての役割を担っ

ている。平成 27 年度及び 28 年度税制改正における成長志向の法人税改革の中

で、法人事業税の外形標準課税を拡大しつつ、所得割の税率引下げが行われた。

法人事業税の外形標準課税は、応益課税としての性格の明確化や税収の安定化

等に資するものであり、今後もそのあり方について検討を行っていく必要があ

る。 

地方消費税は、勤労世代など特定の者へ負担が集中せず、広く社会の構成員

が負担を分かち合うことが可能である。また、税収が安定的で、税源の偏在性が

小さいなどの特徴を有していることから、地方公共団体による社会保障制度を

支える安定的な財源としてふさわしい。こうした観点から、地方消費税は、人口

減少・少子高齢化に対応し、持続可能な地方税財政基盤を構築する上で重要で

ある。 
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固定資産税は、どの市町村にも広く存在する固定資産を課税客体とし、その

保有と市町村の行政サービスとの間の受益関係に着目して、毎年経常的に課税

される財産税であり、税源の偏在性が小さく税収が安定的な市町村の基幹税で

ある。土地に係る固定資産税については、課税の公平の観点に立って、平成９年

度から負担水準の均衡化が進められてきた結果、負担水準の均衡化は相当程度

進展してきたが、一部ばらつきが残っており、課税の公平の観点から更に促進

することが必要である。あわせて、今後、人口減少・少子高齢化が進行していく

中、市町村が住民サービスを提供するために必要となる財源として、その負担

の公平を図りつつ安定的に確保していくべきである。 

人口減少・少子高齢化に伴い、様々な課題が地域ごとに異なる様相で生じて

いる。地方公共団体が住民生活に密着した行政サービスを安定的に提供してい

くためには、上述のような地方税の意義や役割等について広く地域住民の理解

を得ながら、地方税の充実確保を図るとともに、税源の偏在性が小さく税収が

安定的な地方税体系の構築を進め、持続可能で安定的な地方税財政基盤を構築

することが必要である。また、経済のグローバル化やデジタル化などが進展し

ている。こうした様々な経済社会の構造変化によって生じる課題に対し、応益

課税の原則や各税目の性格等を踏まえつつ、引き続き、地方税についても対応

を検討していくことが必要である。  
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おわりに  

 

経済社会がかつてない構造変化の只中にある現在、税制をはじめとする諸制

度の変革が求められている。政府においては、本答申を踏まえて、時代に即し

た税制を構築していくことを求めたい。その際には、国民的な理解が得られて

いることが重要である。当調査会としては、本答申を契機に、税制のあり方

や、それにとどまらず関連する諸制度のあるべき姿について、国民の間で幅広

く建設的な議論が行われることを期待したい。 
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税制調査会の主な報告書等（平成 25年６月 24日から令和元年９月 30日まで） 

 

○ 国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直し［平成 25年 12月２日］ 

 

○ 「論点整理」マイナンバーＤＧ［平成 26年４月８日］ 

 

○ 女性の働き方の選択に対して中立的な税制の検討にあたっての論点整理 

［平成 26年６月 11日］ 

 

○ 法人税の改革について［平成 26年６月 27日］ 

 

○ 働き方の選択に対して中立的な税制の構築をはじめとする個人所得課税改革に関する論点

整理（第一次レポート）［平成 26年 11月７日］ 

 

○ 経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理［平成 27年 11月 13日］ 

 

○ 経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告［平成 28年 11月 14日］ 

 

○ 「ＢＥＰＳプロジェクト」の勧告を踏まえた国際課税のあり方に関する論点整理 

［平成 28年 11月 14日］ 

 

○ 国税犯則調査手続の見直しについて［平成 28年 11月 14日］ 

 

○ 経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告②［平成 29年 11月 20日］ 

 

○ 経済社会のＩＣＴ化等に伴う納税環境整備のあり方について（意見の整理） 

［平成 30年 11月７日］ 

 

○ 納税実務等を巡る近年の環境変化への対応について［令和元年８月 21日］ 

 

○ 連結納税制度の見直しについて［令和元年８月 27日］ 
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